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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

2

3

総務部会

合併時に一元化する

①研修については、新町発足後も職員
の意識の向上を図るとともに、勤務能
率の発揮及び増進にさらなる努力をす
るものとする。
 
②勤務評定については、新町発足後、
調査検討するとともに、近々、改正予
定の公務員制度改革に併せて実施する
ものとする。

各種事務事業の取扱い一般職の職員の身分の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

職員の研修及び勤務成績の評定に関すること

地方公務員法第３９条及び第４０条の規定によ
り、職員に研修受講の機会を与えること、職員
の執務について勤務評定を実施し必要な措置を
講ずることを義務付けている。
 

・職員の執務について勤務評定を実施していない。

幹事長専決事項

岡田賢治 岡田安路一般職の職員の身分の取扱い

備考

職員の研修及び勤務成績の評定に関すること

地方公務員法第３９条及び第４０条の規定によ
り、職員に研修受講の機会を与えること、職員
の執務について勤務評定を実施し必要な措置を
講ずることを義務付けている。
 

職員の衛生管理及び福利厚生に関すること

職員の健康の確保、福祉制度の充実を図る
衛生管理
・健康診断の実施
福利厚生
・鳥取県市町村職員互助会による福祉事業
 人間ドック  がん検診・婦人検診
・各スポーツ大会参加  　（負担金）
 市町村職員共済組合球技大会20,000円(10,000
円×2種目)
 官公庁野球大会  　15,000円
 西部地区スポーツ祭典 　10,000円
 町職域球技大会  　10,000円
 町野球ナイターリーグ 　30,000円

職員の衛生管理及び福利厚生に関すること
 
職員の健康の確保、福祉制度の充実を図る
衛生管理
・健康診断の実施
福利厚生
・鳥取県市町村職員互助会による福祉事業
 人間ドック  がん検診・婦人検診
・各スポーツ大会参加   （負担金）
 市町村職員共済組合球技大会　20,000円
(10,000円×2種目)

岸本町は、役場野球部の大会参加に対する負担金がある
 

合併時に一元化する。
職員の健康診断及び市町村共済組合及
び互助会によるスポーツ大会の参加及
び福祉事業は現行のまま実施する。

職員研修

行政事務遂行のため、職員の資質向上を図る
・派遣研修
 鳥取県自治研修所研修への参加
 市町村アカデミー研修への参加
 電源地域振興センター主催の研修
 各種団体の実施する研修への参加
・庁内研修
 新規採用職員研修
 人権同和研修
・業務内容
 研修生の決定、報告
 研修旅費及び研修負担金の支払い

職員研修

行政事務遂行のため、職員の資質向上を図る
・派遣研修
 鳥取県自治研修所研修への参加
 市町村アカデミー研修への参加
 各種団体の実施する研修への参加
・庁内研修
 新規採用職員研修
 同和研修
・業務内容
 研修生の決定、報告
 研修旅費及び研修負担金の支払い

　研修先に相違がある 合併後に岸本町の例により一元化する

一般職員 1



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

総務部会

各種事務事業の取扱い一般職の職員の身分の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

幹事長専決事項

岡田賢治 岡田安路一般職の職員の身分の取扱い

備考

4

5

現行のとおり新町に引き継ぐ
新町発足後、調査検討するとともに、
改正予定の公務員制度改革に併せて実
施するよう検討するものとする。

地方公務員法の規定により実施する必要がある。勤務評定

地方公務員法第４０条の規定により、職員の執
務について勤務評定を実施し必要な措置を講ず
ることを義務付けている。
現在のところ、実施していない。
ただし、職員労働組合がストライキを実施した
場合などは、勤務状況報告書を町長へ提出す
る。
 
取りまとめ担当：総務課長（人事担当課長勤務
評定

勤務評定

地方公務員法第４０条の規定により、職員の執
務について勤務評定を実施し必要な措置を講ず
ることを義務付けている。
現在のところ、実施していない。
ただし、職員労働組合がストライキを実施した
場合などは、勤務状況報告書を町長へ提出す
る。
 
取りまとめ担当：総務課長（人事担当課長勤務
評定

休暇制度

 休暇制度には、年次有給休暇、病気休暇、特別
休暇及び介護休暇がある。
●年次有給休暇   日数は、２０日
 １年における年次有給休暇の残日数が２０日を
越えない職員にあっては当該残日数、越える職
員にあっては２０日を翌年に繰越すことができ
る。
●病気休暇   期間は次のとおりである。
 公務及び通勤による負傷・疾病は、最小限必要
と認められる期間。私事によるものは、引き続
き９０日を超えない範囲内で最小限度必要と認
める期間。
●特別休暇   期間は、事由により異なる。
資料別紙
 選挙の行使、結婚、出産等、特別な事由により
勤務しないことが相当である場合の休暇。
●介護休暇   期間は、連続する６月の期間内。
 要介護者の介護をするため、勤務しないことが
相当である場合の休暇。

 休暇制度

休暇制度には、年次有給休暇、病気休暇、特別
休暇及び介護休暇がある
●年次有給休暇   日数は、２０日
  １年における年次有給休暇の残日数が２０日
を越えない職員にあっては当該残日数、越える
職員にあっては２０日を翌年に繰越すことがで
きる。
●病気休暇   期間は次のとおりである。
 公務及び通勤による負傷・疾病は、最小限必要
と認められる期間。私事によるものは、引き続
き９０日を超えない範囲内で最小限度必要と認
める期間。
●特別休暇   期間は、事由により異なる。
資料別紙
 選挙の行使、結婚、出産等、特別な事由により
勤務しないことが相当である場合の休暇。
●介護休暇   期間は、連続する６月の期間内。
 要介護者の介護をするため、勤務しないことが
相当である場合の休暇。

特別休暇の期間が異なる
(別紙のとおり)

合併時に別添「特別休暇の種類」のと
おり一元化する

一般職員 2



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

総務部会

各種事務事業の取扱い一般職の職員の身分の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

幹事長専決事項

岡田賢治 岡田安路一般職の職員の身分の取扱い

備考

食卓
料
(1夜
につ

車賃
（１Km
につ
き)

日当
(1日に
つき)

県外

３級
以上
の職務
にある
者

16円 2,200円 2,200円 37円 2,200円 2,200円 16円 2,200円 10,900円 2,200円

２級
以下
の職務
にある
者

16円 2,200円 1,700円

県内

１．１ｋｍあたりの車賃、日当、職務による取扱いが相違
している。
 
２．岸本町は、町内出張については、旅費を支給していな
い。

１.町内外を問わず出張は、原則、公
用車を利用するものとする。ただし、
出先等で公用車の配置されていない機
関及び公用車が手配できない場合に限
り自家用利用も止むを得ないものとす
る。
２.車賃は、1kmあたり16円とし、片道
7km未満の自家用車使用の場合は支給
しない。
３.車賃は自家用車使用の場合、車賃
の金額で支給する。
４．日当は、片道50km未満は支給しな
い。50km以上100km未満の場合は1/2
とする。（片道の距離は路程で算出）

合併時に一元化する
 

食卓
料

(1夜に
つき)

宿泊料（１夜につき）

9,800円

車賃
（１Km
につ
き)

日当
(1日に
つき)

旅費制度
公務のために旅行する職員に対し、旅行に要す
る費用を支給する

旅費制度
公務のために旅行する職員に対し、旅行に要す
る費用を支給する

6

備考
１ 片道路程７km未満で、次に掲げる地域に旅行
する場合の日当は支給しない。
  (1) 岸本町、溝口町（旧溝口地区）、会見
町、淀江町（旧大和地区）、日吉津村、
 米子市（旧五千石地区、尚徳地区、県地区、大
高地区、巌地区、春日地区）
2 片道路程７km以上40km未満で、次に掲げる地
域に旅行する場合の日当は支給しない。
 ただし、その旅行が１日につき5時間以上にわ
たるときは、定額の2分の1の額を支給する。
  (1) 鳥取県　大栄町以西の全市町村
  (2) 島根県　松江市、安来市、東出雲町、八
雲村、広瀬町、伯太町、八束町、美保関村、島
根町
  (3) 岡山県　川上村、新庄村
3 鳥取県内（日当を支給しない地域を除く。）
及び次に掲げる地域に旅行する場合の日当は、
定額の２分の１の額を支給する。
  (1) 島根県　大田市、飯石郡以東の全市町村
　(2)広島県　比婆郡
  (3) 岡山県　新見市、阿哲郡、真庭郡、苫田
郡

備考
１ 運賃は、自家用車使用の場合においても公共
機関利用の例により支給する。
２ 日当は、片道路程５０km未満の地域に旅行す
る場合は支給しない。

車賃
（１Km
につ
き)

日当
(1日に
つき)

10,900円

県内

9,800円

区分 宿泊料（１夜につき）

県外

10,900円

食卓
料

(1夜に
つき)

宿泊料（１夜につき）

県外

8,700円

県内

9,800円

7,800円

一般職員 3



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

総務部会

各種事務事業の取扱い一般職の職員の身分の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

幹事長専決事項

岡田賢治 岡田安路一般職の職員の身分の取扱い

備考

7

8

岸本町の例により合併時に一元化する

町指定の作業服を貸与することとす
る。貸与する職務の範囲、貸与の基準
等は、合併後、検討するものとする。

 両町での基準が異なる

作業服の貸与について、両町で違いがある。

表彰制度（一般職）
  本町の自治の振興等について貢献した職員を
表彰することにより、町の発展を促進する。
（１）町条例表彰
 ■勤続表彰（町条例表彰）
 　２０年勤続した職員に対して、町条例表彰で
表彰する
 ■功労表彰
 　課長職１５年以上勤続した職員に対して、町
条例表彰で表彰する

参考
県町村会功労表彰
　２５年以上勤続した職員に対して、県町村会
長が表彰する
全国町村会功労表彰
 　３０年以上勤続した職員に対して、全国町村
会長が表彰する

被服の貸与
 
事業課等において、庁外での作業を行う職員に
作業着を貸与する事業課の職員に対して作業服
を夏用１着、冬用１着づつ貸与している。予算
は各課で計上している。

被服の貸与

貸与は行っていない

表彰制度（一般職）
  本町の自治の振興等について貢献した職員を
表彰することにより、町の発展を促進する。
（１）町表彰
 功労表彰
 町長以下職員で、特に功労が顕著であると認め
た者
 （２５年以上勤続）

参考
県町村会功労表彰
 　２５年以上勤続した職員に対して、県町村会
長が表彰する
全国町村会功労表彰
　３０年以上勤続した職員に対して、全国町村
会長が表彰する

合併後に検討し、一元化する

一般職員 4



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

区分 支給額 備考 区分 備考 区分 支給額 備考

日額 1,000円 日額 日額 1,000円

日額 500円

１日２
時間を
超えて
従事
したと
き

日額

１日５
時間を
超えて
従事
したと
き

日額 500円

１日２
時間を
超えて
従事
したと
き

日額 500円 １回 日額 500円

日額 500円 日額 日額 500円

日額 500円 1件 日額 500円

日額 500円 月額 日額 500円

月額 1件 1000円

9

支給を受
ける職員

町税滞納
処分事務
従事職員

町税滞納
微収事務
従事職員

伝染病防
疫作業従
事職員

５公害業務従
事職員手当

悪臭現場
対策作業
に直接従
事する職
員

6行路病人及
び死亡人取扱
従事職員手当

３有害農薬
散布作業従
事職員手当

１．両町において、手当の種別,支給額が相違してい
る。
２．両町とも現在支給がないので手当について見直し
が必要である。

有害農薬
散布作業
に直接従
事する職
員
特に困難
な用地取
得折衝業
務に直接
従事する
職員

手当の種別

２伝染病防
疫作業従事
職員手当

４用地取得
等折衝業務
従事職員手

当

１町税事務従
事職員手当

１00円以内

200円以内

総務部会

各種事務事業の取扱い12一般職の職員の身分の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町

町税滞納処
分事務従事
職員

町税滞納微
収事務従事
職員

支給額

調整方法

幹事長専決事項

岡田賢治 岡田安路一般職の職員の身分の取扱い

備考

課題・問題点

1,000円

給料月額×１
/25×50/100

（給料月額の２
0/１00以内）

４用地取得
等折衝業務
従事職員手

当

特殊勤務手当
特殊な勤務に対して支給する

特殊勤務手当
特殊な勤務に対して支給する（現在支給を行っ
ていない）

３特殊自動
車運転業務
従事職員手

当

４行路病人及
び死亡人取扱
従事職員手当

手当の種別

１町税事務
従事職員手

当

２伝染病防
疫作業従事
職員手当

５水道業務
従事職員手

当

６技術指導
従事職員手

当

塩素取扱作
業に直接従
事する職員

200円以内

1500円以内

現地出張によ
る技術指導業
務及びその補
助を行う職員

有害農薬散布作業
に直接従事する職
員

悪臭現場対策作業
に直接従事する職

員

伝染病防疫作業従
事職員

２伝染病防
疫作業従事
職員手当

５公害業務
従事職員手

当

３有害農薬
散布作業従
事職員手当

特に困難な用地取
得折衝業務に直接

従事する職員

●次の表により、合併時に一元化す
る。

支給を受ける職員

特殊自動車
の運転に従
事する職員

手当の種別

１町税事務
従事職員手

当

伝染病防疫
作業従事職
員

１00円以内

支給を受ける職員

町税滞納処分事務
従事職員

町税滞納微収事務
従事職員

一般職員　 ５



特別休暇の種類

種　　　　　別 岸本町 溝口町 （県） 調整案

選挙権の行使 必要と認められる期間

証人、鑑定人、参考人としての官公署への出頭 必要と認められる期間

骨髄移植 必要と認められる期間

社会に貢献する活動を行う場合 １年に５日の範囲

結婚の場合 連続する５日の範囲 １週間以内 １週間以内 １週間以内

産後1年まで　その間に1回

上記の規定中、１回の期間は、そ
れぞれで1日の範囲内で必要と認
める期間

妊娠中の女子職員の通勤が母体又は胎児に影響のあ
ると認められる場合

１日につき1時間を越えない範囲

妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児に影響があ
ると認められる場合

必要と認められる期間

妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のため勤務
することが困難であるとあると認められる場合

2週間を超えない範囲

産前休暇 出産予定6週前 出産予定8週前 出産予定8週前 出産予定8週前

出産した場合 産後8週

子の授乳等を行う場合 1日2回各45分以内 1日2回各30分以内

小学校就学に達するまでの子を看護する場合 １年に５日の範囲

生理日において勤務することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

妻の出産の場合 ２日 ３日 ４日 ３日

父母・配偶者・子の祭日（法事）の場合
対象：父母
期間：１日

対象：父母・配偶者・子
期間：最小限度必要と認める期間

対象：父母・配偶者・子
期間：最小限度必要と認める期間

対象：父母・配偶者・子
期間：最小限度必要と認める期間

夏季における盆等の諸行事の場合 ３日

災害により現住居が滅失・損壊した場合 ７日の範囲

災害により出勤することが著しく困難であると認められ
る場合

必要と認められる期間

災害により退勤途上危険である場合 必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１年に５日の範囲

妊娠中又は産後１年内の女子職員が受ける検診

妊娠23週まで4週間に1回
24週から35週2週間に1回

36週から出産まで1週間に1回

妊娠7月までは4週間に１回
8月から9月まで１週間に1回
9月から出産まで1週間に1回

妊娠23週まで4週間に1回
24週から35週2週間に1回

36週から出産まで1週間に1回

産後1年まで　その間に1回

上記の規定中、１回の期間は、それぞれで1日の範囲内で必要と認める期間

１日につき1時間を越えない範囲

必要と認められる期間

妊娠23週まで4週間に1回
24週から35週2週間に1回

36週から出産まで1週間に1回

必要と認められる期間

必要と認められる期間

３日

７日の範囲

必要と認められる期間

2週間を超えない範囲

産後8週

1日2回各30分以内

１年に５日の範囲

６



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番

　該当なし 　三種混合予防接種補助事業 溝口町のみ事業を実施している。 　溝口町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】

　 　妊娠牛がアカバネウイルス・アイノウイルス・チュウ
ザンウイルスに感染し、更にその胎児が感染することに
より、子牛が奇形となり畜産経営に大きな影響を及ぼす

1 　 ため、事前に予防接種を実施する。　
【内容】
　事業実施主体   鳥取西部農業協同組合
　対象牛 町内の雌牛全頭（乳用種含む）
　補助率等  予防接種経費の１／２

　 　接種の回数  年１回（ただし初めての牛は年２回）

　平成１５年度実績 
     対象延べ頭数 294頭×1,314円＝386,316円
　町補助金  193,158円 
　　※この事業は、日野郡４町全て実施している。

　該当なし 　子牛生産互助会補助事業 溝口町のみ事業を実施している。 　溝口町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】
　畜産経営の安定を図るため、繁殖経営農家が生産した
子牛が病死等により損害を被った場合に備えて、農家相
互で救済し合う互助会を結成している。
  この事業では、互助会の掛金の一部を助成し、加入促
進を図る。
【内容】

2 　事業実施主体   鳥取西部農業協同組合
　互助会掛金  １頭当り 6,000円

　給付要件  胎齢240日以上の死亡100,000円
  　        胎齢180日以上240日未満50,000円
　平成１５年度実績 
　加入頭数３９頭  補助金 39,000円
　死亡牛 6頭（胎齢240日以上 4頭 240日未満 2頭）     
　　　　 給付金 500,000円  
　※この事業は、日野郡４町全て実施している。

　該当なし 　繁殖子牛導入自家保留補助事業 溝口町のみ事業を実施している。 　溝口町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】

　   能力の高い優秀な雌牛を増頭するためには、県外の優
 良な雌牛の導入の他、町内で生産された優良な雌牛を繁
 殖用に保留していくことが必要である。
  しかし、子牛をセリにより売買せず残すことは、繁殖
 経営を圧迫するため、自家保留により増頭に踏み切れな

3  い事情がある。
   この事業では、意欲ある繁殖農家の増頭を支援する
 ため、自家保留された雌牛について助成するものです。
【内容】
　事業実施主体   鳥取西部農業協同組合
　対象牛 繁殖用雌牛として自家保留された雌牛
　補助金の額  １頭当り15,000円
　平成15年度実績10頭×15,000円=150,000円
　※この事業は、日野郡４町全て実施している。 

産業経済部会 農林水産事業（畜産） 谷口　仁志責任者梅原　久義

調整方法

備考

幹事長専決事項

溝　　口　　町 課題・問題点

１８　補助金、交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 　

　費用  １頭（回）当り1,314円（薬品の価格によって変動）

　補助金の額等 １頭当り 1,000円（農協も同様に1,000円補助）

岸　　本　　町

７



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番

産業経済部会 農林水産事業（畜産） 谷口　仁志責任者梅原　久義

調整方法

備考

幹事長専決事項

溝　　口　　町 課題・問題点

１８　補助金、交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 　

岸　　本　　町

　 　該当なし 　優良雌牛家畜導入事業 ・溝口町のみ事業を実施している。 　溝口町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】 ・鳥取県の子牛価格は、全国的に最低レ
　全国平均を大きく下回る子牛価格を上げるためには、 ベルある。そこで、日野郡４町では、
 優秀な雌牛に優秀な種を掛け合わせることが最良な方。 購買者が希望する高価格子牛の生産を
 策である。 図るには優秀な雌牛の整備による基盤
   この事業では、優秀な雌牛群の基盤を拡大するため 改革が必要であると協議し、この事業
 優秀な雌牛購入費を助成するものです。 を実施しており、西伯郡の町村では３

4 【内容】 町が実施している。
　事業実施主体   鳥取西部農業協同組合

　 　町補助金  購入金額の２０%（上限10万円）
　平成１４年度実績

　平成１５年度実績

　※この事業は、日野郡４町全て実施している。

行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者

合併協定項目

連番

5

6 岸本町の例により合併時に一元化する

職員厚生補助金
職員の親睦と福祉の充実を図る。
平成１６年度　廃止
平成１５年度
　補助対象者
 町親睦会が企画・運営する職員厚生を目的とした
事業に参加する職員
　補助対象経費
 旅費（町条例に規定する旅費）及び入場料（同種
の経費）
　補助額
 職員１人当たり５，０００円

職員通信講座研修補助金
職員の自己啓発を図る。
自治研の通信講座が補助対象であり、
受講料の１／２を補助する。

合併後に検討する
（合併後結成された新組織の活動によ
り検討する。）

１．同様の組織が２町ともあるが、組織の活
動及び補助金の出し方が異なっている。
２．岸本町では平成１６年度から補助金を廃
止

溝口町では実施していない。

職員厚生補助金
町職員の厚生を図る。
職員親和会へ年額６００，０００円を補助。
 溝口町職員親和会の活動に対して補助する。
 
主な活動内容
 研修事業、厚生事業、交通安全研修など

溝口町においては実施していない。

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

備考

総務部会

18補助金、交付金の取扱い

ワーキンググループ名岡田賢治

各種事務事業の取扱い

谷口笑美責任者補助金、交付金の取扱い

幹事長専決事項

補助金の額 1,697,000円

補助金の額 2,167,000円

導入頭数 １７頭

導入頭数 ２２頭

８



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

調整方法

各種事務事業の取扱
い

25各種事務事業の取扱い 備考

溝　　口　　町 課題・問題点

歳入歳出予算の編成及び経理に関すること

予算の編成にあたっては、法令の定めるところ
により従い、且つ、合理的な基準により経費を
算定し、予算に計上しなければならない。予算
の執行にあたっては、目的を達成するための必
要かつ最小限度をこえて支出してはならない。
（地財法第３条、第5条）
○予算編成
■編成日程
･当初 予算編成方針及び予算要求説明会：12月
中～下旬
 要求〆切：1月中旬
 要求聞取り：1月中旬
 総務課長査定作業：1月下旬
 助役査定：2月上旬
 町長査定：2月上旬
･補正 要求〆切：補正議案提出の４週間程度前
 要求聞取り：要求書提出後２～３日間程度
 総務課長査定作業：聞取り後２～３日間程度
 町長査定：議案説明の全員協議会（本議会の１
週間前）の一週間程度前
○予算執行
 予算執行については、財務規則又は別途通知の
運用方針による
 決裁権者は、専決規程による。

①予算要求〆切が約３週間程度ずれている。
②総務課長以上の査定方法が違う。
③決裁の方法が違う。
④専決の範囲が違う。

総務部会

合併後、新たに定める
 

幹事長専決事項

1財政事務

岡田賢治 岡本健司財政事務の取扱い

歳入歳出予算の編成及び経理に関すること

予算の編成にあたっては、法令の定めるところ
により従い、且つ、合理的な基準により経費を
算定し、予算に計上しなければならない。予算
の執行にあたっては、目的を達成するための必
要かつ最小限度をこえて支出してはならない。
（地財法第３条、第４条）
○予算編成
■編成日程
･当初 予算編成方針及び予算要求説明会：11月
中～下旬
 要求〆切：12月下旬（各部落補助事業に係る
もの1月20日頃）
 要求聞取り：1月上旬～中旬
 総務課長査定作業：1月中旬～下旬
 町長査定：2月上旬
 （町長査定は、助役、教育長が加わる。）
･補正 要求〆切：補正議案提出の６週間程度前
 要求聞取り：要求書提出後２～３日間程度
 総務課長査定作業：聞取り後２～３日間程度
 町長査定：議案説明の全員協議会（本議会の
１週間前）の10日程度前
○予算執行
 予算執行については、財務規則又は別途通知
の運用方針による
 決裁については、電子決裁
 決裁権者は、専決規程による。

岸　　本　　町

財政事務 ９



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番 調整方法

各種事務事業の取扱
い

25各種事務事業の取扱い 備考

溝　　口　　町 課題・問題点

総務部会

幹事長専決事項

1財政事務

岡田賢治 岡本健司財政事務の取扱い

岸　　本　　町

2

合併後に新たに定めるものとする。

１ 財政計画については、新町発足
後の総合計画策定時に作成する。

２ 過疎計画については、新町建設
計画の計画に沿い作成する。

財政計画に関すること

中・長期的な財政見通しを立てることにより、
町行政の施策をより効果的、効率的に展開し、
長期展望に立った健全な財政運営を図る。
○策定時期
 町の総合計画策定に合わせて策定
○現計画の期間
 平成１３年度～平成１７年度
○策定の方法
 各課が計画期間中の歳入、歳出の計画書を提
出する。それに基づき各年度毎の実施計画を作
成する。
 計画期間中の各年度毎の予算は、この計画に
より予算編成する。
○留意点
 経済の低迷により、国、地方の税収が落ち込
んでおり、さらに国の三位一体の改革により、
弱小地方公共団体の主財源である地方交付税が
削減されてきている。現在推進している下水道
事業等の町債の償還も本格的に始まり、一般財
源の減少と公債費の増大が確実に見込まれる。
通常の需用費等の経常経費の削減だけでは、こ
れらの財政難に対応するのが難しい状態が予想
され、大胆な行財政改革による簡素で効率的な
行財政システムの構築により、健全な財政運営
の基礎づくりが必要である。

課題１
　国の地方財政計画及び県の市町村財政対策に機敏かつ
柔軟に対処できる余力を蓄える必要がある。
課題２
  過疎計画の策定について、平成１６年度で前期計画が
終了し、平成１７年度から平成２１年度までが後期計画
となる。県から示されたスケジュールでは、平成１６年
７月から計画策定をおこない、平成１７年１月事前協議
（前期分も含む）、平成１７年３月新町議会で議決予定
（前期分も含む）であり、新町建設計画等との調整が必
要である。

財政計画に関すること

中・長期的な財政見通しを立てることにより、
町行政の施策をより効果的、効率的に展開し、
長期展望に立った健全な財政運営を図る。
○策定時期
 町の総合計画・過疎計画策定に合わせて策定
○現計画の期間
 総合計画   平成１３年度～平成１７年度
 過疎計画   平成１２年度～平成１６年度
○策定の方法
 各課より、計画期間中の歳入、歳出の事業計画
書提出させ、それを集計し、各年度毎の実施計
画を作成計画期間中の各年度毎の予算は、この
計画により、予算編成する。
 
○留意点
 国の三位一体の改革（補助金削減、財源移譲、
交付税改革）により、地方自治体を取巻く環境
はめまぐるしく変化を続け、今後の財源確保は
非常に厳しい状況である。今後の地方自治体
は、地方分権の時代に対応する簡素な行政、質
の高いサービスを住民に提供できるよう財政計
画を策定し、これに基づく財政運営が必要であ
る。

財政事務 １０



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1 交通災害共済取り扱い事務 交通災害共済取り扱い事務

　全労災から町へ交通災害加入取りまとめ手数料が支払われ
る。この手数料の２分の１を町は区長協議会に手数料として
支払っている。
　全労災取りまとめ手数料：1口あたり100円
　　　　　　　　　　　　（全労災から町へ支払）
　区長協議会手数料：全労災取りまとめ手数料の2分の1
　交通災害共済取りまとめ時期：６月
　交通災害加入期間：７月１日～６月３０日
　加入金徴収方法：各集落の区長に依頼

全労災から町へ交通災害加入取りまとめに対し補助金が支払
われる。

　全労災取りまとめ手数料：1口あたり100円
　　　　　　　　　　　　（全労災から町へ支払）
　区長協議会手数料：制度なし
　交通災害共済取りまとめ時期：３月
　交通災害加入期間：４月１日～３月３１日
　加入金徴収方法：各集落の部落代表者に依頼

●加入期間が異なるため調整が必要
岸本町の加入期間：7月1日～6月30日
溝口町の加入期間：4月1日～3月31日

●取りまとめ手数料の取扱いが異なる
ため調整が必要（全労災より１口につ
き、１００円の取りまとめ手数料が支
払われる）

岸本町の取扱い：町一般財源（1/2）
　　　　　　　　区長協議会（1/2）
溝口町の取扱い：全額町一般財源

合併後に一元化を図るものと
する。

●加入期間については、合併
後早期に一元化する。
●取り扱い手数料について
は、区長協議会及び部落代表
者会の取り扱いが決定後に一
元化を図る。

備考

幹事長専決事項

企画部会 杉原　良仁 交通安全事業 片平　道也

各種事務事業の取扱い 25-12交通安全事業

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

１１



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

該当事業なし 児童館事業

児童館事業概要

4月 仲間づくり 異年齢の仲間 歓迎会、安全教室、クッキング

5月 家庭教育1 子供の環境 親子学習、工作教室、読書会

6月 家庭教育2 家庭の役割 クッキング、工作教室

7月 力を合わせて 体験学習 クリーン活動、安全点検、映画会

8月 夏休みの暮らし 地域行事参加 盆踊り大会、海水浴、宿泊研修

9月 心と健康 スポーツを通して 運動会、Ｇゴルフ大会

10月 家庭教育3 高齢者に学ぶ 家の手伝い、収穫祭

11月 親子のふれあい 親子学習会 バス遠足、読書会、読み聞かせ

12月 生活と暮らし 自分でできる仕事 クリスマス会、映画会、大掃除

1月 昔の遊び 伝統行事に学ぶ 昔の遊び、初釜、クッキング

2月 文化祭 地域のふれあい 解放文化祭、ソリ大会

3月 まとめ 反省と課題 卒業生を送る会、映画会、読書会

その他：三町（溝口・会見・江府）交流学習会、地区進出学習会

住宅管理事業
　町営住宅（同和向）の管理運営
　○町営住宅（昭和52・55年度建築）戸数17戸　入居12戸

備考

調整方法岸　　本　　町

各種事務事業の取
扱い

25-28 同和人権対策事業

課題・問題点溝　　口　　町

永見文夫 西村裕生同和人権対策事業住民環境部会 ワーキンググループ名

該当事業なし ・溝口町は総合計画策定済、実施計画未
策定
・岸本町は総合計画・実施計画とも未策
定
・新町としての総合計画（溝口町計画の
見直しを含めて）及び実施計画が必要

あらゆる差別をなくする総合計画
　同和問題の早期解決に向け、あらゆる差別をなくする総合
計画を策定し、これに基づいて事業を推進する。町条例に基
づき策定した計画。(平成12年3月策定)
　今後の同和問題をはじめ人権行政の基本方向を定めたもの
で、全ての町民の基本的人権を保障するための総合的基本計
画として策定した。

　主な項目
　・人権擁護の確立
　・町民への啓発活動
　・同和教育の推進
　・職業の安定
　・福祉の増進
　・産業の振興
　・生活環境の改善

・建て替えについて検討を要する。

2

幹事長専決案件

合併後速やかに溝口町の例をもと
に新たに定めるものとする。

当面現行どおりとし、合併後に検
討するするものとする。

・溝口町は、隣保館と児童館を複合施設
として設置。主に地区内を中心に（地区
を対象として）児童館活動を展開してい
る。

現行のとおり新町に引き継ぐもの
とする。

・現在も全町対象とした学習会等を行
なっているが、15年度の改修を機に全町
的な事業をより実施していきたい。
　しかしながら、地区に児童館は必要で
はあるので、引き続き児童館活動の進展
を図っていく必要がある。

主題 ねらい 行事内容

　児童福祉法に基づき児童の健全育成を図るため三部児童館
の適正な管理運営を行う。
　児童に健全な遊びを与え、その健康を増進するとともに子
供会等の育成を行い、児童の健全育成事業を行う。

3

・築後２５年以上を経過し、耐用年数も
限界に近づいており、老朽化が進んでい
る。

・このままだと、修繕等の維持管理費が
増大してくる。

同和人権 １２



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

備考

調整方法岸　　本　　町

各種事務事業の取
扱い

25-28 同和人権対策事業

課題・問題点溝　　口　　町

永見文夫 西村裕生同和人権対策事業住民環境部会 ワーキンググループ名

幹事長専決案件

人権教育推進員 人権教育推進員

○人権教育推進員の活動に対する報酬の支払い ○人権教育推進員の活動に対する報酬の支払い

月額172,500円 月額172,500円

（岸本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 （溝口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

　償に関する条例） 　償に関する条例）

○服務内容等 ○服務内容等

①委嘱 岸本町教育委員会 ①委嘱 溝口町教育委員会

②任期 委嘱の日から1年以内。再任可。 ②任期 委嘱の日から1年以内。再任可。

③職務 人権問題の学習活動についての指導、学習相 ③職務 人権問題の学習活動についての指導、学習相

談及び社会教育関係団体の育成等を行う。 談及び社会教育関係団体の育成等を行う。

④服務 非常勤。勤務時間は週３０時間程度。 ④服務 非常勤。勤務時間は週３０時間程度。

（岸本町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則） （溝口町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則）

人権教育推進市町村補助事業 人権教育推進市町村補助事業

●人権標語募集 ●人権標語募集とカレンダー作成配布

・小中学校の児童生徒に人権啓発標語の募集を行い、優秀作 ●溝口町人権・同和問題実践研究交流会の開催（講演会、実

　品を鉛筆に印刷し、小中学校の児童生徒・事業所等に配布 　践発表会）

　し、人権意識を高める。 ●やさしい人権学習講座の開催（年間１０回）

●岸本町人権・同和教育町民大会の開催（講演会、生徒発表 ●人権講演会の開催

　会、意見交換会等） ●明るいまちづくり懇談会の開催

●小地域懇談会の開催 ・成人男女を対象とし、身の周りの人権問題や部落差別問題

・成人男女を対象とし、身の周りの人権問題や部落差別問題 　を考える懇談会を集落単位で開催する。

　を考える懇談会を集落単位で開催する。 　同和問題啓発ビデオ視聴、グループ討議など。

　同和問題啓発ビデオ視聴、グループ討議など。

該当事業なし 地域改善対策事業

○　地域内環境改善工事等
　平成14年度実施事業 墓地水路暗渠排水修繕工事
　平成15年度実施事業 墓地水路暗渠排水敷設工事

合併後に一元化を図るものとす
る。

（合併が年度中途の場合は現行の
とおりとし、平成１７年度から一
元する。）

5

　人権・同和問題啓発に関する、地域住民参加型学習会、講演会の
開催など、住民に同和地区の有無に関わらず人権意識を定着させる
ことを目的とする。

　人権・同和問題啓発に関する、地域住民参加型学習会、講
演会の開催など、住民に人権意識を定着させることを目的と
する。

　同和地区の環境改善に向け、国・県の同和対策事業以外
で、かつ、他の国・県事業の対象にならない事業を単町で実
施する。
　部落から要望のあった事業を対象とする。

・基本的には、県の補助制度利用した事
業である。

・事業の内容については、新町の担当課
で企画・立案していくべき事柄である。

・県の補助は平成15年度で完了する。16
年度は町単独事業として実施予定であ
り、以後も継続実施することが望まし
い。

・法切れ後の対策として、少額でも必
要。国・県の各種補助事業の対象となら
ないものなどに対応。

合併後に一元化を図るものとす
る。

（合併が年度中途の場合は、当該
年度は現行のとおりとし、翌年度
から一元化する。）

・新町で設置するかどうか要検討。設置
する場合、何人が適当か。

・事務レベルでは、単町でも最低１人は
必要と考える。

・国の補助制度はH15年度で終了。H16・
17年度のみ単県補助（1／3）で継続。そ
の後については未定。

　人権問題の学習機会の拡充、学習内容の充実等社会教育活
動の一層の推進を図ることを目的とする。

　人権問題の学習機会の拡充、学習内容の充実等社会教育活
動の一層の推進を図ることを目的とする。

4

現行のとおり新町に引き継ぐもの
とする。

6

同和人権 １３



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

備考

調整方法岸　　本　　町

各種事務事業の取
扱い

25-28 同和人権対策事業

課題・問題点溝　　口　　町

永見文夫 西村裕生同和人権対策事業住民環境部会 ワーキンググループ名

幹事長専決案件

人権相談等事業 人権相談等事業

人権相談所等開設 人権相談・行政相談所開設
○ ○ 人権・行政相談事業：相談所開設（中央公民館で開催）

（毎月２５日に設置）

○ 人権週間中に特設人権相談所開設
・消耗品費　　47,000円（人権啓発グッズ等）

・各種研修会、担当課長会等出席旅費 15 千円 ・食糧費　　　37,000円（相談員昼食代）
・消耗品費 5 千円
・食糧費（特設相談日昼食代） 3 千円

・啓発事業等は新町として新たに企画立
案する事項。特に調整を必要とする項目
なし。

毎週火曜日に相談所を開設(中央公民館で開催)
・第２火曜は人権相談、第4火曜は行政相談、他は心配
　ごと相談

・人権相談は法務局からの委託事業とし
て実施。

・行政相談事業は、行政監察局からの委
託事業。
・相談所の開設場所等については、合併
後に検討。

当面現行のとおりとし、合併後早
期に一元化を図る。

7

同和人権 １４





 16

溝口町地域環境改善事業実施要綱（案） 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、溝口町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例（平成６年

溝口町条例第２６号）に基づき、同和地区内の環境の改善措置を講じるための事業（以

下「地域環境改善事業」という。）を行うことにより、明るく住みよい地域社会の実現

に資することを目的とする。 
（対象事業） 
第２条  地域環境改善事業の対象とする事業は、地区住民からの申請に基づくもので次

の各号に該当する事業とする。 
(１) 前条の目的に該当すると町長が認めたもの 

 (２) 公共性があると町長が認めたもの 
(３) 国、県、町の補助事業及び単独事業の対象とならないもの 

（事業費） 
第３条 地域環境改善事業は、予算に定める範囲内で行うものとする。 
（費用負担） 
第４条 地域環境改善事業に要する経費は全て町の負担とする。 
 
   附 則 
この要綱は、平成１６年 月 日から施行する。 



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

合併時に一元化を図る
 
①公印の種類については、新町の機
構により必要なものを整備する。

町長職務執
行者の印

正方形 総務課長

助役の印 正方形 総務課長

課長の印 正方形 総務課長

収入役の印 正方形 収入役

正方形 総務課長

町長職務代
理者の印

正方形 住民環境課長戸籍事務専用

町の印 正方形 住民環境課長 国保専用

町長の印 正方形 税務地籍課長税務事務専用

町長職務代
理者の印

公印の管守及び種類に関すること
●公印の管理
 公印の保管者は、これを厳正に取り扱い、使
用しないときは堅固な容器に収めて錠を施して
管理する
 他所において書類を作成し、即時提出する場
合等公印の持出が必要な場合には、｢携帯公印
使用簿」に記入し副印（携帯用）を使用する。
●公印の種類

公印の種類 形状

公印の種類が相違しており統一する必要がある
〇相違点
　岸本町：印鑑証明・住民票等専用がない
 
　溝口町：役場の印・職務代理者の戸籍事務
　　  　  専用印・職務執行者印がない

印鑑証明、
住民票等専

用

町の印 正方形 総務課長

町役場の印 正方形 総務課長

町長の印

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

各種事務事業の取扱い 42その他（財産の取扱い） 備考

調整方法

25各種事務事業の取扱い

封印

幹事長専決事項

岡田賢治 若林　成人財産の取扱い総務部会

用途形状 公印管理者

公印の管守及び種類に関すること
●公印の管理
 公印の保管者は、これを厳正に取り扱い、使用
しないときは堅固な容器に収めて錠を施して管
理する
 他所において書類を作成し、即時提出する場合
等公印の持出が必要な場合には、｢公印持出使用
簿」に記入し副印を使用する。
●公印の種類

町役場の印 だ円形 総務課長

公印の種類

副印有り

町長の印 正方形 住民環境課長戸籍事務専用

正方形 総務課長

公印管理者 用途

町の印 正方形 総務課長

町長の印 正方形 総務課長

町長の印 正方形 総務課長 携帯用

町長の印 正方形 住民課長 戸籍事務専用

町長の印 正方形 住民課長

町長の印 正方形 福祉保健課長 国保専用

町長の印 正方形 住民課長 税務事務専用

町長職務代
理者の印

正方形 総務課長

助役の印 正方形 総務課長

収入役の印 正方形 収入役

課長の印 正方形 総務課長
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

1 該当なし 合併時に新たに加入する

地域住民の健康保持に必要な医療と保健の提供を目的とする。

・組合の構成　　日野町、江府町、溝口町

・役員の構成

　管理者：1人（日野町長）

　副管理者：3人（江府町長、溝口町長、日野町助役）

　収入役：1人（日野町収入役）

　組合議員：8人（日野町議員5人、江府町議員2人、溝口町議員1人）

　監査委員：2人（学識経験者1人、組合議員1人）

・組合経費のうち負担金の各町負担割合

　（1）運営費に対する負担割合

日野町89.7％、江府町10.0％、溝口町0.3％

※平成15年度溝口町負担額　  76千円

　（2）施設設備整備に対する負担割合

日野町80.0％、江府町15.0％、溝口町5.0％

※平成15年度溝口町負担額　3,056千円

・病院の概要（詳細は別紙資料参照）

　職員数：126.4人（常勤104人、非常勤22.4人）

  病床数：117床

13　広域行政の取り扱い

　診療科目数：15科（内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外
　　科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーシ
　　ョン科、皮膚科、婦人科、アレルギー科、精神科、心療内科）

合併協議会事務局責任者 責任者

・新町で加入の場合は、新たに加入の手
続きが必要になる。

・組合を脱退するためには、施設設備整
備関係起債の一括償還が必要になる。

日野病院組合

各種事務事業の取扱い

斉下正司

協議会提案事項

ワーキンググループ名

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法

備考

課題・問題点
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

・合併時に溝口町の例により新たに
定めるものとする。

【事務・事業名】同和対策に係る固定資産税減免

○該当なし

1

【事務・事業名】同和対策に係る固定資産税減免

○対象地域の住民、出身者が所有する固定資産税
を減免することにより、経済の安定を図り、同和
問題の早期解決に資することを目的とする。
（適用範囲）
・対象地域の住民及び出身者の土地及び家屋に係
　る固定資産税を減免する。
（減免額）
・課税標準額の区分により減免する。
　＜課税標準額＞　　　　　　　＜減免率＞
　２００万円以下の部分　　　　４２．５％
　４００万円以下の部分　　　　２２．５％
　７００万円以下の部分　　　　１２．５％
　１，０００万円以下の部分　　１０．０％
※１，０００万円超は、課税標準額を１，０００
　万円として計算する。
（適用制限）
・町税等を滞納したとき、虚偽の申請があったと
　きは減免しない。

・溝口町のみに減免規定がある。

勝部地方税の取扱い

溝　　口　　町 調整方法

税務出納部会

各種事務事業の取扱い１６地方税の取扱い 備考

協議会提出案件

岸　　本　　町 課題・問題点

金田

固定同対減免 ２６



西部市町村別固定資産税の同和減免の状況

市町村別 固定資産税の同和減免
課税標準額　　減免率　200万以下　42.5％　　400万以下　　22.5％
　　　　　　　　　　　　　　　700万以下　12.5％　1000万以下10.0％　1,000万以上は1000万と同じ
※平成17.3.31までとする。（ただし、以後も継続が見込まれる。）
課税標準額　　減免率　16年分
　　200万以下45％、1000万以下35％、1000万以上25％

日南町に同じ

日南町に同じ。ただし、期限の設定はない。

日南町に同じ

日南町に同じ

なし

なし

なし

日南町に同じ

日南町に同じ

日南町に同じ

日南町に同じ

日南町

日野町

溝口町

江府町

西伯町

会見町

岸本町

日吉津村

米子市

淀江町

大山町

名和町

中山町
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1 交通災害共済補助金 交通災害共済補助金

行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

2 営農飲雑用水整備事業補助金　　             　　　　　　　 　該当事業なし 岸本町のみが行なっている事業 ・現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

決算額合計（平成１4年度決算） 1,854,875円

岸本町水道事業会計 1,097,747円

八郷地区簡易水道特別会計 757,128円

・100％補助地区

　岸本町水道事業会計（坂長H20年度完了･岩屋谷H23年度完了）

　八郷地区簡易水道特別会計（大原H20年度完了）

・75％補助地区

　(借入金のうち25％は他事業に充当ため75％補助)

　岸本町水道事業会計（小町H20年度完了）

交通災害共済の加入促進を図るため、補助金を交付する。

対象者　　：　交通災害共済全加入者

補助金額　：　１００円（１人１口に限る）

●平成１５年度実績
総加入者数　　：　１，５８３人
補助対象者数　：　１，５８３人
補助金額　：　１５８，３０１円

交通災害共済の加入促進を図るため、補助金を交付する。

対象者　　：　７０歳以上の高齢者、小・中学生

補助金額　：　５００円（１人１口に限る）

●平成１５年度実績
総加入者数　　：　３，２４７人
補助対象者数　：　１，５３６人
　　　　　　　　（高齢者：１，０８０人、小・中学生：４５６人）
補助金額　：　７２７，０００円

岸　　本　　町 溝　　口　　町

町民が交通事故にあった場合に備え、交通災害共済への
加入の促進を行う。

町民が交通事故にあった場合に備え、交通災害共済への
加入の促進を行う。

協議会提出案件

企画部会 交通安全事業

課題・問題点

18．補助金、交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 備考

調整方法

合併後に一元化を図るものとする。
（共済加入者に対し1口当たり200円の補助
を行う。1人1口に限る。新町において新た
に共済に加入するときから適用する。）

ワーキンググループ名杉原　良仁 片平　道也

●補助金の対象者・金額が町により異なる
ため調整が必要。

野口　泰彦

備考

上水道事業（事務関係）

18　補助金、交付金の取扱い

岸　　本　　町

建設水道部会 責任者ワーキンググループ名

溝　　口　　町

  農村総合整備モデル事業として営農飲雑用水整備事業を行
なった少数世帯の区に対して事業のための借入金の償還金の７
５％～１００％を補助する。

  ※補助率１００％の地区については１３／３０、７５％
　　の地区については全額他会計より繰入れをおこない、
　　残額については水道収益より支出する。

協議会提出案件

調整方法課題・問題点

責任者 小村　恵吾

各種事務事業の取扱い
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小町環境基盤施設整備（岸本町水道） （単位：円）  大原環境基盤施設整備 （八郷地区簡易水道） （単位：円）
年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額 年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額

15年度 1,358,809 207,447 47,558 255,005 191,253 15年度 4,034,404 615,924 141,204 757,128 757,128
16年度 1,151,362 214,708 40,297 255,005 191,253 16年度 3,418,480 637,482 119,646 757,128 757,128
17年度 936,654 222,223 32,782 255,005 191,253 17年度 2,780,998 659,794 97,334 757,128 757,128
18年度 714,431 230,000 25,005 255,005 191,253 18年度 2,121,204 682,886 74,242 757,128 757,128
19年度 484,431 238,050 16,955 255,005 191,253 19年度 1,438,318 706,787 50,341 757,128 757,128
20年度 246,381 246,381 8,623 255,004 191,253 20年度 731,531 731,531 25,597 757,128 757,128
21年度 21年度

計 1,358,809 171,220 1,530,029 1,147,518 計 4,034,404 508,364 4,542,768 4,542,768

坂一環境基盤施設整備（岸本町水道） （単位：円）  　
年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額

15年度 2,591,543 395,646 90,704 486,350 486,350
16年度 2,195,897 409,494 76,856 486,350 486,350
17年度 1,786,403 423,826 62,524 486,350 486,350
18年度 1,362,577 438,660 47,690 486,350 486,350
19年度 923,917 454,013 32,337 486,350 486,350
20年度 469,904 469,904 16,446 486,350 486,350
21年度
22年度
23年度
24年度

計 2,591,543 326,557 2,918,100 2,918,100

岩屋谷環境基盤施設整備（岸本町水道） （単位：円）
年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額

15年度 3,196,332 308,273 111,871 420,144 420,144
16年度 2,888,059 319,062 101,082 420,144 420,144
17年度 2,568,997 330,230 89,914 420,144 420,144
18年度 2,238,767 341,788 78,356 420,144 420,144
19年度 1,896,979 353,750 66,394 420,144 420,144
20年度 1,543,229 366,131 54,013 420,144 420,144
21年度 1,177,098 378,946 41,198 420,144 420,144
22年度 798,152 392,209 27,935 420,144 420,144
23年度 405,943 405,943 14,201 420,144 420,144
24年度 0

計 3,196,332 584,964 3,781,296 3,781,296

岸本町水道合計（小町+坂一+岩屋谷） （単位：円） 岸本町合計（岸本町水道＋八郷地区簡易水道） （単位：円）

年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額 年度 未償還元金 元金 利息 計 町補助額
15年度 7,146,684 911,366 250,133 1,161,499 1,097,747 15年度 11,181,088 1,527,290 391,337 1,918,627 1,854,875
16年度 6,235,318 943,264 218,235 1,161,499 1,097,747 16年度 9,653,798 1,580,746 337,881 1,918,627 1,854,875
17年度 5,292,054 976,279 185,220 1,161,499 1,097,747 17年度 8,073,052 1,636,073 282,554 1,918,627 1,854,875
18年度 4,315,775 1,010,448 151,051 1,161,499 1,097,747 18年度 6,436,979 1,693,334 225,293 1,918,627 1,854,875
19年度 3,305,327 1,045,813 115,686 1,161,499 1,097,747 19年度 4,743,645 1,752,600 166,027 1,918,627 1,854,875
20年度 2,259,514 1,082,416 79,082 1,161,498 1,097,747 20年度 2,991,045 1,813,947 104,679 1,918,626 1,854,875
21年度 1,177,098 378,946 41,198 420,144 420,144 21年度 1,177,098 378,946 41,198 420,144 420,144
22年度 798,152 392,209 27,935 420,144 420,144 22年度 798,152 392,209 27,935 420,144 420,144
23年度 405,943 405,943 14,201 420,144 420,144 23年度 405,943 405,943 14,201 420,144 420,144
24年度 0 0 0 0 0 24年度 0 0 0 0 0

計 0 7,146,684 1,082,741 8,229,425 7,846,914 計 0 11,181,088 1,591,105 12,772,193 12,389,682

岸　本　町　営　農　飲　雑　用　水　整　備　事　業　補　助　金　等　一　覧　表
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1 該当事業なし    下水道改修資金貸付金事業

調整方法

●溝口町の例をもとに合併時に新た
に定める

　　　　　　　　　鳥取銀行溝口支店

　　　　　　　　　米子信用金庫溝口支店

溝口町のみが実施している事業。

課題・問題点

下水道の早期接続を図り、水質向上・下水道会計の健全運営のため、排
水設備の改修にかかる資金融資を斡旋する。

町は金融機関に資金を預託(無利子)して、その3倍までの融資を斡旋する。

協議会提出案件

　25－30　下水道事業

小村恵吾 井本達彦下水道事業（事務関係）

備考

建設水道部会

　利用実績：8件（平成10～平成15年）

岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い

　預託先金融機関：山陰合同銀行溝口支店

溝　　口　　町

　預託金額：300万円

　貸付金額：1件につき上限100万円

下水 ３０



溝口町下水道排水設備工事資金融資あっ旋要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、溝口町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例（平成９

年溝口町条例第２０号）第６条及び溝口町下水道条例（平成９年溝口町条例第１９

号）第４条の規定により排水設備を設置する者に対し、排水設備工事資金（以下「資

金」という。）の融資あっ旋することについて必要な事項を定めるものとする。 

（融資の方法） 

第２条 資金の融資は、当該融資について町と協定した金融機関（以下「金融機関」

という。）が行うものとする。 

（融資あっ旋を受ける者の資格） 

第３条 融資あっ旋を受けることができる者は、次の各号に定めるところによるもの

とする。 

 一 第１条に定めるそれぞれの施設の供用が開始された日以後３年以内に排水設 

   備を設置する者 

 二 溝口町内に住所を有し、独立の生計を営んでいる者 

 三 自己資金のみで工事費を負担することが一時的に困難な者 

 四 融資を受けた資金の償還が可能な者 

 五 町税等を滞納していない者 

 六 償還完済時の年齢が７５歳未満の者 

（融資対象） 

第４条 町長の確認を受けた排水設備工事の精算工事費を融資対象とする。 

（融資あっ旋の額） 

第５条 融資あっ旋の額は、排水設備工事１件につき１０万円以上１００万円以内と

し、１万円単位でその必要額とする。 

 二 最終返済月から３カ月を経過した未納者があるとき。 
２ 町長は、前項の協議により必要と認めるときは、金融機関に対して損失補償する。

３ 前項の規定による損失補償の対象となった者は、町に対して債務を負担する。 
４ 前項の債務を負担する者は、町長がそのつど定める方法により返済する。 
（報告） 
第１条  金融機関は、毎年３月末現在の貸付実績を溝口町下水道排水設備工事資金

 貸付実績報告書（様式第４号）により、町長に報告しなければならない。 
（その他） 
第２条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
 

附 則 
 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者

合併協定項目

連番

1 農地補助災害復旧事業 農地補助災害復旧事業 ●受益者負担率が異なる。

　災害による被害を復旧し地域住民の生活を守る. 　災害による被害を復旧し地域住民の生活を守る. 岸本町 　 50%

溝口町 通常 15%

激甚 5% 一元化案

●測量試験費の負担区分が異なる。

岸本町 受益者負担

溝口町 単町費

※測量試験費は､町が負担する。

岸　　本　　町

備考25-32農林水産業各種事務事業の取扱い

50.0% 35.0% 15.0%

合併時に溝口町の例により一元化するものとす
る。ただし、災害復旧事業債を借りる場合は、
受益者負担は事業費の10％ととする。

補助率

国

通常 50.0% 50.0%

区分

通常

補助率

国 町 受益者

区分
補助率

国 受益者

協議会提案事項

田村茂樹

　災害で被害を受けた農地（田、畑、わさび田）
で、事業費４００千円以上の災害について国が査
定で認めたものについて５０％の補助を行う復旧
事業。

　災害で被害を受けた農地（田、畑、わさび田）
で、事業費４００千円以上の災害について国が査
定で認められたものについて８５％（国５０％、
町３５％）の補助を行い復旧事業。

溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

産業経済部会 梅原　久義 ワーキンググループ名

区分

通常

責任者農林水産業

町 受益者

50.0% 35.0% 15.0%

50.0% 40.0% 10.0%災害復旧債対象事業
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　　　　　　　　　　　　　　　農地災害復旧事業資料

〇国補助災害において災害復旧債を活用した場合の町負担（溝口町事例）
　
　　　【国補助災害においての事業費の負担割合】

0 50 65 85 100 ％

補助金
50%

（注）測量試験費は事業費から除いている。

　　　【災害復旧債の借入れ条件（現年債）】
起債対象事業費：災害復旧事業費のうち地元負担額（町負担と住民負担を合わせた額）

　　 起債充当率：起債対象事業費の８０％　
　
元利償還額の交付税算入率：９５％

　・町負担額と同額（事業費の３５％）を起債で借入れした場合、その９５％が元利償還時に交付税で
　　措置されるため、実質的な町負担額は事業費の１.8％である。
　　（０．３５×０．０５＝０．０１７５・・・・・・１.8％）
　 　

　　〇溝口町の場合、農業は農業は基幹産業であるため、昨今の厳しい農業情勢を鑑み町も一定の負担を
　　　行っている。
　　　溝口町は、中山間地でほとんどが急傾斜地であるため、田と他の高低差が大きい畦で、復旧に多大の
　　　経費がかかる。このため、通常の補助率では受益者の負担が困難で、復旧を断念し荒廃地が発生す
　　　る。

　

　　　　　　　　　　現行補助制度の地元負担及び町負担比較表

（現行） （単位：円）

　住民負担

（注）測量試験費は災害復旧債の対象事業には含まれない。

地元負担
15%

　（災害復旧債の借入れは、農業災害及び土木災害を合わせて町としての借入額が１００万円以上の場合可能）

(417,500)

激甚 80% 600,000
0

50,000
550,000

（0）

0

区分国庫補助率 事業費 測量試験費

通常 50%
1,000,000 400,000

町（災害復旧債）
35%

岸　　本　　町

(407,500)

町負担（災害債借入時実質負担）

150,000
750,000

溝　　口　　町

（0）
900,000

町負担（災害債借入時実質負担） 住民負担

　

災害復旧債制度を活用した場合の町の実質負担：

３３




